
小山工業高等専門学校安全衛生管理規程  
 
                         制  定 平成16年４月１日  
                         最終改正 平成18年４月１日 

 
第１章 総則  
 （目的）  
第１条 この規程は、独立行政法人国立高等専門学校機構就業規則第５２条の規定に基づ

き、小山工業高等専門学校（以下「小山高専」という。）の教職員の災害及び健康障害

を防止するため、安全衛生管理に関して必要な事項を定め、職場における教職員の安全

と健康を確保するとともに、快適な作業環境の形成を促進することを目的とする。  
２ この規程に定める場合のほか、小山高専における教職員の安全及び衛生の管理につい

ては、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。）及びその他関

係法令の定めるところによる。  
（適用の範囲）  
第２条 この規程は、小山高専とその附属施設に適用する。  
（高専の責務）  
第３条 小山高専は、安全衛生管理体制を確立し、設備、機械及び作業方法等について、

災害防止に必要な措置並びに作業環境及び作業条件に起因する健康障害の防止、その他

教職員の健康保持増進に必要な措置を講ずるものとする。  
（教職員の遵守義務）  
第４条 教職員は、小山高専が実施する安全衛生に関する諸措置に対し、積極的に協力す

るとともに、関係法令並びにこの規程及びこの規程に基づく諸規程を遵守しなければな

らない。  
第２章 安全衛生管理組織  
（安全衛生管理組織）  
第５条 安全衛生管理組織は、別表第２のとおりとする。  
（総括安全衛生管理者）  
第６条 校長は、総括安全衛生管理者として、安全推進者及び衛生管理者を指揮、監督し、

 次の安全衛生業務を総括管理する。  
一 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。  
二 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。  
三 健康診断の実施その他健康管理全般に関すること。  
四 労働災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。  
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するために必要な業務に関すること。 

２ 校長は、業務等の事由により総括安全衛生管理者代理を選任し、その者に総括安全衛

生管理者の業務を代行させることができる。  
（安全衛生推進者）  
第７条 校長は、安全管理及び衛生管理に関する知識、経験又は技能を有すると認めた教

職員のうちから安全衛生推進者を選任する。  
２ 安全衛生推進者は、上司の指揮監督の下に、教職員の安全管理に関する業務の推進者



として次に掲げる事務を行うものとする。  
一 教職員の危険を防止するための措置に関すること。  
二 教職員の安全のための指導及び教育の実施に関すること。  
三 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。  
四 教職員の安全管理に関する記録及び統計の作成並びにその整備に関すること。  
五 前各号に掲げるもののほか，労働災害を防止するため必要な業務で労働安全衛生規

則で定めるもの  
３ 安全衛生推進者は、総括安全衛生管理者の指揮のもとに次の事項の管理を行うものと

する。  
一 建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における適切な防止の措置  
二 設備新設、新作業方式採用時の安全面の検討  
三 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期点検及び整備  
四 業務の安全についての教育及び訓練  
五 発生した災害原因の調査及び対策の検討  
六 消防及び避難の訓練  
七 作業主任者その他安全に関する補助者の監督  
八 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録  

４ 安全衛生推進者は、衛生管理者と協力して教職員の衛生管理に関する事務を行うもの

とする。  
（衛生管理者）  
第８条 校長は、法令に定める必要な資格を有する教職員のうちから衛生管理者を選任す

る。  
２ 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮のもとに次の事項の管理を行う。  
一 健康に異常のある者の発見  
二 職場環境の衛生上の調査  
三 作業条件、施設等の衛生上の改善  
四 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備  
五 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項  
六 教職員の負傷及び疾病、それによる死亡等に関する統計の作成  
七 その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等  

３ 衛生管理者は、少なくとも毎週１回、職場等を巡視し、設備・作業方法・衛生状態等

に有害なおそれがある時は、直ちに教職員の健康障害を防止するために必要な措置を講

じる。  
（安全推進担当者及び衛生推進担当者）  
第９条 校長は、安全推進担当者及び衛生推進担当者を選任する。  
２ 安全推進担当者は、安全衛生推進者の安全管理に関する事務を補助するものとし、衛

生推進担当者は、安全衛生推進者と衛生管理者の衛生管理に関する事務を補助するもの

とする。  
（産業医）  
第１０条 校長は、安衛法第１３条の定めるところにより、産業医を置くものとする。  
２ 産業医は、校長が法令に定める資格を有する医師である者を選任するものとする。  



３ 産業医は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。  
一 健康診断の実施及びその実施結果に基づく教職員の健康を保持するための措置に

関すること。  
二 作業環境の維持管理に関すること。  
三 作業の管理に関すること。  
四 教職員の健康管理に関すること。  
五 健康教育、健康相談その他教職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。 
六 衛生教育に関すること。  
七 教職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための措置に関すること。  

３ 産業医は、前項に関することについて、総括安全衛生管理者に対して勧告し又は衛生

管理者に対して指導・助言することができる。  
４ 産業医は、少なくとも毎月１回職場等を巡視し、業務方法又は衛生状態に有害のおそ

れがあるときは、直ちに、教職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければ

ならない。  
（作業主任者）  
第１１条 校長は、安衛法第１４条の定めるところにより、法令の定める作業を行う作業

場所に該当するときは、作業主任者を置くものとする。  
２ 作業主任者は、法令に定める免許を受けた者又は技能講習を修了した者のうちから校

長が選任する。  
３ 作業主任者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。  
 一 第１項に定める作業に従事する教職員の指揮  
 二 労働安全衛生規則に掲げる業務  
（安全衛生委員会）  
第１２条 小山高専に安全衛生委員会を設置する。  
２ 安全衛生委員会に関することは別に定める。  
第３章 災害防止及び健康保持増進の基本的措置   
第１節 機械等の安全管理  
（安全基準）  
第１３条 施設、機械その他の設備の安全衛生基準については、この規程及び関係法令の

定めるところによるほか、この規程にもとづいた安全衛生基準による。  
（設備設置の事前届出）  
第１４条 関係学科長等は、建設物並びに機械設備等を設置し、若しくは移転でこれらの

主要構造部分を変更するときは、その計画を着手する６０日前までに、総括安全衛生管

理者に届け出なければならない。  
（特定設備等の自主検査）  
第１５条 小山高専が定めた自主検査対象設備のボイラーその他機械等については、当該

機械の責任者は定期的に自主検査又は点検を行い、異常を認めたときは、直ちに補修又

は適当な措置を講ずるとともに必要な事項は総務課に連絡しなければならない。  
（一般設備の点検等）  
第１６条 前条以外の一般設備についても、当該機械等の責任者は、安全点検を自主的に

実施しなければならない。  



２ 前条及び前項の自主検査又は点検を行った場合は、その結果を記録し、原則として３

年以上保存しなければならない。  
（設備保全）  
第１７条 教職員は、所属学科等の設備保全に留意し、異常を認めたときは直ちに所属長

に報告し、その指示を受けなければならない。  
２ 特に業務開始の前には、使用する設備、器具、工具等の点検を行い、その安全を確か

めなければならない。  
（安全装置）  
第１８条 教職員は、安全装置について、次の事項を遵守しなければならない。  
一 安全装置を取り外し、又はその機能を失わせないこと。  
二 臨時に安全装置を取り外し、又はその機能を失わせる必要があるときは、あらかじ

め所管長の許可を受けること。  
三 前号の許可を受けて安全装置等を取り外し、又はその機能を失わせたときは、その

必要がなくなった後は、直ちにこれを現状に戻しておくこと。  
（整理整頓）  
第１９条 教職員は、常に校内の整理整頓に努め、特に通路、階段、非常口、消火設備、

配電盤等のあるところには物を置かないようにし、また不要品等は、所定の場所に処理

しなければならない。  
第２節 職場環境の管理  
（職場環境等の衛生管理）  
第２０条 校長は、職場における衛生水準の向上を図り、快適な職場の実現に努めるとと

もに、健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。  
（職場環境の測定）  
第２１条 有害な作業を行う職場について、必要と認められる場合には空気環境その他職

場環境について定期的に必要な測定を行い、その結果を記録し、原則として３年以上保

存しなければならない。  
（有害性の調査）  
第２２条 所属学科長等は、化学薬品及び化学薬品を含有する製剤、原材料等で、教職員

の健康障害を生ずるおそれのあるものについては、あらかじめこれらの物の有害性を調

査し、これらの物による教職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じたうえで

なければ、これを使用してはならない。  
（有害物質の表示）  
第２３条 法令で定める有害物質を貯蔵し、使用し、譲渡し又は提供するときは、その容

器又は包装に指定された事項を表示しなければならない。  
第３節 職場管理  
（立入禁止等の周知徹底）  
第２４条 危険又は有害のおそれのある場所で、通行禁止あるいは立入禁止等の制限をす

る必要がある場合には、その責任者は 、事前に関係部署に連絡し周知徹底を図らなけ

ればならない。  
（担当者の操作）  
第２５条 原動機、動力伝導装置その他これらに類する機械設備の始動又は停止の操作は、



 担当者以外の者が行わないよう措置を講じなければならない。  
（修理等の運転停止）  
第２６条 教職員は、原動機、動力伝導装置その他これらに類する機械設備の運転を停止

して修理、注油、検査等の作業を行うときは、電源を遮断するとともに、表示板を取り

付ける等確実な措置を講じ、安全を確認してからでなければ作業にかかってはならない。 
（火気の取締）  
第２７条 教職員は、許可された場所以外で火気を使用し、又は指定された場所以外で喫

煙してはならない。  
（校内の制限速度）  
第２８条 教職員は、校内の事故防止のため、定められた制限速度等を遵守しなければな

らない。  
（安全衛生保護具）  
第２９条 教職員は、危険又は有害のおそれのある業務に従事するときは、所定の保護具、

 安全用具等を使用しなければならない。  
第４節 就業にあたっての措置  
（免許資格者の業務）  
第３０条 資格等を要する業務は、法令で定める免許を受け、校長（学科長等）が指名し

た者でなければその業務に就業してはならない。  
（女性の就業制限）  
第３１条 校長は、女性教職員について、法令の定めるところにより、危険又は有害な業

務についての就業制限を守る措置を講じなければならない。  
（中高年齢教職員等に対する配慮）  
第３２条 校長は、中高年齢教職員その他健康障害の防止上、特に配慮を必要とする教職

員については、配置、業務の遂行方法等に関して心身の条件を十分に考慮するように努

めなければならない。  
（安全衛生教育）  
第３３条 校長は、教職員の安全衛生教育について、毎年具体的な実施計画を作成し、実

施しなければならない。  
２ 前項の安全衛生に関する教育の実施については、別に定めるところによる。  
第５節 保健衛生  
（健康診断）  
第３４条 校長は、安衛法の定めるところにより、次に掲げる健康診断を実施するものと

する。  
一 採用時の健康診断  
二 一般定期健康診断  
三 特別定期健康診断  
四 ６ヶ月以上海外派遣者健康診断  
五 その他法令で定められた健康診断  

２ 教職員は、前項に掲げられる健康診断を受診しなければならない。  
  ただし、国家公務員共済組合が計画し、実施する総合的な健康診査を受診した場合又

は同項の規定する健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を校長



に提出した場合はこの限りでない。  
３ 校長は、健康診断の結果、健康の保持のため必要があると認めるときは、教職員の実

情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、就労時間の短縮、医師による保健指導そ

の他適切な措置を講ずることができる。  
４ 教職員は、健康診断の結果及び前項による保健指導などにより自己の健康の保持に努

めなければならない。  
（臨時の健康診断）  
第３５条 校長は、前条の健康診断のほか、必要と認める場合には、臨時に教職員の健康

診断を実施するものとする。  
（健康診断を受けなかった場合の措置）  
第３６条 校長は、第３６条の規定による健康診断をやむを得ない理由により受診できな

かった教職員に対して、当該理由が無くなった後、速やかに健康診断を受けさせるよう

措置しなければならない。  
（指導区分の決定等）  
第３７条 校長は、健康診断を行った医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると

認めた教職員については、その医師の診断結果及び教職員の職務内容、勤務の強度等に

関する資料を産業医に提示し、別表第１に定める区分に応じて指導区分の決定又は変更

を受けるものとする。  
（事後措置）  
第３８条 校長は、前条の規定により指導区分の決定又は変更を受けた教職員については、

 その指導区分に応じ、別表第１の事後措置の基準欄に掲げる基準に従い、適切な措置を

 講じなければならない。  
（病者の就業禁止）  
第３９条 校長は、次の各号のいずれかに該当する者については、産業医又は専門医の意

見を聞き、就業禁止の措置を講じなければならない。ただし、第１号に掲げる者につい

て伝染予防の措置をした場合には、この限りではない。  
一 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者  
二 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく憎悪するおそれのあるものにか

かった者  
三 前各号に準ずる疾病にかかった者  

（就業時の認定）  
第４０条 前条の就業を禁止された者及び傷病により１ヶ月以上休業した者が就業しよ

うとするときは、所属長に申し出て衛生管理者を通じて産業医の認定を受けなければな

らない。  
（家族の疾病）  
第４１条 教職員は、同居家族又は同居人が特定伝染病にかかったときは、直ちにその旨

を所属学科長等を経由して校長に届け出て、必要な措置を受けなければならない。  
（健康診断の結果の通知）  
第４２条 校長は、健康診断を受けた教職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなけれ

ばならない。  
（健康管理の記録）  



第４３条 校長は、健康診断の結果、指導区分、事後措置の内容その他健康管理上必要と

認められる事項について、教職員ごとに記録を作成し、これを教職員の健康管理に関す

る指導のために活用しなければならない。  
２ 教職員が国の機関、国立大学法人、他の独立行政法人又は機構内の他の学校へ異動し

た場合は、異動先へ前項の記録を移管しなければならない。  
第４章 労働災害発生時の措置  
（緊急時の退避）  
第４４条 校長は、化学設備等から危険物又は、有害物が流出、漏洩したことにより爆発、

火災、中毒その他労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに業務を中止し、教

職員を安全な場所に退避させなければならない。  
２ 前項の場合には、教職員が危険物又は有害物その他による労働災害を被るおそれがな

いことを確認するまでの間、職場に関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、そ

の旨を見やすい箇所に表示しなければならない。  
（緊急時の処置）  
第４５条 学科長等は、災害又は重大災害につながる事故が発生した場合、あるいは教職

員が疾病にかかったときは、応急措置を講ずるとともに、すみやかに総括安全衛生管理

者及び関係部署に連絡しなければならない。  
２ 教職員は、火災その他の非常災害を発見し、又はその危険があることを知ったときは、

適切な緊急措置を講ずるとともにすみやかに所属長に連絡しなければならない。  
３ 災害及び緊急時の報告及び連絡等の要領は、別に定めるところによる。  
（災害調査）  
第４６条 安全推進者及び衛生推進者並びに衛生管理者は、災害等が発生した場合には、

現場保存に努め、関係者とともに原因を調査し、的確な防止対策を講じなければならな

い。  
（災害報告）  
第４７条 所属長は、教職員の負傷及び疾病が業務上に起因する場合には、所定の報告書

を３日以内に総括安全衛生管理者に提出しなければならない。  
２ 教職員は、出勤並びに退勤途上において、負傷し、又は疾病にかかった場合には、所

定の報告書を３日以内に所属長を経由して総括安全衛生管理者に提出しなければなら

ない。  
第５章 賞罰  
（懲戒）  
第４８条 安全衛生に関する法令もしくは、関係諸規程に違反し、又は故意・過失により

災害を惹起したものは、就業規則の規定により懲戒に付することがある。  
第６章 補則   
（規程の改廃）  
第４９条 本規程の改廃については、安全衛生委員会の意見を聴かなければならない。  
２ 関係法令の改廃があった場合には、本規程もそれに準ずるものとする。  
   附 則  
 この規程は、平成１６年４月１日から施行する。  
   附 則  



 この規程は、平成１８年４月１日から施行する。  



別表第１  
指 導 区 分 及 び 事 後 措 置 の 基 準 

 
 

 指   導   区   分  

 区     分   内  容  

 
 事 後 措 置 の 基 準  

 Ａ   労働を休止す  
 る必要のあるも  
 の  

  休暇（日単位のものに限る。）又は休職
 の方法により、療養のため必要な期間労働
 させない。  

 Ｂ   労働に制限を  
 加える必要のあ  
 るもの  

  職務の変更、労働場所の変更、休暇（日
 単位のものを除く。）等の方法により労働
 を軽減し、かつ、深夜労働（午後１０時か
 ら翌日の午前５時までの間における労働を
 いう。以下同じ。）、時間外労働（所定労
 働時間以外の時間における労働で、深夜労
 働以外のものをいう。以下同じ。）及び出
 張をさせない。  

 Ｃ   労働をほぼ平  
 常に行ってよい  
 もの  

  深夜労働、時間外労働及び出張を制限す
 る。  

 生活規正の面  

 Ｄ   平常の生活で  
 よいもの  

 

 １   医師による直  
 接の医療行為を  
 必要とするもの  

  医療機関の斡旋等により適正な治療を受
 けさせるようにする。  

 ２   定期的に医師  
 の観察指導を必  
 要とするもの  

  経過観察をするための検査及び発病・再
 発防止のため必要な指導等を行う。  

 医療の面  

 ３   医師による直  
 接又は間接の医  
 療を必要としな  
 いもの  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



別表第２  
小山高専安全衛生管理体制  

  
 

総括安全衛生管理者 （校長）  
 
        安全衛生委員会                         産業医  
 
 
  安全衛生推進者

 
 安全推進担当者
 衛生推進担当者

 （総務課長）  
 
 （財務係長、施設係長）  
 （人事係長）  

 
        安全管理主任者                       衛生管理者  
    （各学科長   センター長等）  
 
   
   作業主任者         作業責任者          衛生担当者 （各学科(課)等）  
（必要な作業場(実験室等)）（実験室等）  
 
 


